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★  実習が始まります ★ 
高等部では、いよいよ令和６年度の実習がスタートします。オリエンテーションでは、実習

の目的は２つ、①はたらく練習 ②将来を考える機会 と伝えています。１年生は高等部初め

ての実習で自分の実力を知る、２年生は自分の進路希望を定める、そして、３年生は自分の進

路を決める＋進路先からも選ばれる必要があります。 

高等部での３年間はあっという間です。小学部では 

自分の役割を果たす喜びを、そして中学部では将来への 

関心を高め人の役に立つ喜びをさらに味わえるよう、 

学校とご家庭とで協力していきましょう。 

 

★  今回の実習先を紹介します ★ 
福祉サービス事業所  【小千谷市】 

○ひかり工房（就労移行支援、就労継続支援 B型） 

○ひだまり工房（就労継続支援 B型） 

○さつき工房 （就労継続支援 B型） 

○ワークショップ想  （就労継続支援 B型） 

             【長岡市】 

○スリージョブながおか   （就労移行支援）   

○アルファスブライト第２  （就労継続支援 A型） 

 

ｋｋb    一般企業      ○イオン小千谷店      ○小片鉄工株式会社 

              ○さつまいも農 cafeきらら  ○阿部幸製菓株式会社 

              ○原信西小千谷店       ○モス・コーラ 

              ○ユキワ精工株式会社     ○新潟県ビル管理協同公社 

              ○健康俱楽部 中子の森 

一期一会 
小千谷総合支援学校グラウンドからの景色 信濃川と越後三山 

 

実習、いってきます! 

http://www.irasutoya.com/2016/03/blog-post_82.html
http://www.irasutoya.com/2016/03/blog-post_971.html
https://www.irasutoya.com/2019/02/blog-post_17.html


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 先日、保護者の方とお話させていただく機会があり、【うちの子は卒業後どんな福祉 

サービスがよいのでしょうか】という話題になりました。卒業後利用できるサービスに

はいくつか種類があります。福祉サービス事業所の利用を考える際には、どの事業所が

よいのか、どのサービスが適切か選ぶ必要があり、また、相手先の事業所からも「利用

OKですよ」と承諾をもらう必要があります。 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 例えば、就労移行支援②就労継続支援 B型③生活介護の３つのサービスがある 

ひかり工房さんでは・・・ 
 

  就労継続支援 B型では受け入れ OK でも、 

          就労移行支援での受け入れは実習してみないと分からない 

                            ということになります。 
 

 受け入れはその時々の状況で変わっていくので、高等部の実習では実習後に必ず評価

票をいただき、事業所様の現時点での判断をいただいています。 

 

進路 

あれこれ 
進路だよりを通して、進路に関す

るワードの紹介や情報を提供させ

ていただきます。 

どの事業所、サービスでも 

☆ 本人（保護者）の意思 

    ☆ 見学 + 実習 →受け入れの可否判断をいただく   

                                   

 

 

 

 

 

                    上記２つが必要不可欠です！ 
 

進路に関することで聞いてみたいことや知りたいこと等がありましたら、下記にお書きいただき学校まで 

ご提出下さい。個別にお返事したり、進路だよりで取り上げたりさせていただきます。 

                                               

                                               

                                               

                                               

                                 提出先：担任→進路担当 樋口 

 

判断は事業所が行います。 
判断の基準として… 

・本人の現状とサービスが合っているか  ・定員    

・支援度    ・事業所のルールを守れるか    など 


